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　 ✔
　　　成果がどちらかといえば低下した

　

　 ✔

記入年月日

令和 7 6 24

１．施策の目的と成果把握

施策の対象 対象指標名 単位 区分 4年度 5年度 6年度 7年度 8年度

見込値 37,653 37,269 36,885 36,500 35,897

実績値 37,653 36,794 36,120

見込値 180.06 180.06 180.06 180.06 180.06

実績値 180.06 180.06 180.06

見込値

実績値

施策の意図 成果指標名 単位 区分 4年度 5年度 6年度 7年度 8年度

目標値 81.0 82.0 83.0 84.0 85.0

実績値 78.9 78.5 75.4

目標値 64.0 64.0 67.0 67.0 70.0

実績値 63.5 64.4 63.4

目標値 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0

実績値 58.0 73.0 77.0

目標値 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9

実績値 1.3 1.4 1.4

目標値

実績値

2．施策の成果水準とその背景・要因

１）現状の成果水準と時系列比較（現状の水準は以前からみて成果は向上したのか、低下したのか、その要因は？）

２）成果目標の達成状況

３．施策の成果実績に対しての総括と今後の課題・方針

施策の成果実績に対しての総括 今後の課題・方針

令和６年度 施策評価表（令和６年度の実績評価）

施策
No．

政策名 快適な暮らしのまちづくり 主管課 生活環境課 主管課長名

5-8 施策名 生活環境の保全 関係課 なし

・市民
・市内の生活環境（水質・大気・土
壌）

①桜川市人口 人

②市域面積 ｋ㎡

①省エネなどの地球環境への負荷を軽減する
行動を行った市民の割合

％

②自然環境を守る行動を行ったことのある市民
の割合（R4から新規）

％

③不法投棄件数 件

④桜川の水質（ＢＯＤ）（市内の最下流「地蔵
橋」地点）

mg/L

成果指標設定の
考え方

○ 水質・大気が保全される（環境問題への理解を深め環境保全への行動を実践する）ことに対する成果指標は、市民アンケートにおいて，①「省エ
ネなどの地球環境への負荷を軽減する行動を行った市民の割合」や②自然環境を守る行動を行ったことのある市民の割合、③「不法投棄件数」、④
「桜川の水質」で把握する。

成果指標の把握
方法と算定式等

○対象の人口は、毎年10月1日の常住人口。
○①省エネなどの地球環境への負荷を軽減する行動を行った市民の割合・②自然環境を守る行動を行ったことのある市民の割合は、市民アンケー
トより求める。③桜川の水質（ＢＯＤ）（市内の最下流「地蔵橋」地点）は、霞ヶ浦流入河川水質調査実績（委託により毎年２回調査を実施）より求める。

実績
比較

成果がかなり向上した 成果がどちらかといえば向上した 成果がほとんど変わらない（横ばい状態）

成果がどちらかといえば低下した 成果がかなり低下した

実績
比較

目標値の全てを上回った 一部の成果指標で目標値を上回った 目標値どおりの成果であった

一部の成果指標で目標値を下回った 目標値の全てを下回った

目
　
　
　

的

生活環境（水質・大気・土壌）が保
全されている。

背
景
・

要
因

・省エネなどの地球環境への負荷を軽減する行動を行った市民の割合は、令和5年度は78.5％、令和6年度は75.4％であった。前年度と比べ低下した。
・自然環境を守る行動を行ったことのある市民の割合は、令和5年度は64.4％、令和6年度は63.4％であった。前年度と比べ低下した。
・不法投棄事案件数は、令和5年度は73件、令和6年度は77件であった。前年度と比べ4件増加してしまった。
・桜川の水質（BOD）については、令和5年度が1.4mg/ℓ、令和6年度も1.4mg/ℓであり、数値の変化はなかった。生息する生物種による水質階級では「Ⅰきれいな水
～Ⅱ少し汚れた水」に属している。　※水質調査法による水質階級はⅠきれいな水Ⅱ少し汚れた水Ⅲ汚い水Ⅳ大変汚い水の４階級に分類。
・「桜川の水質（BOD）」以外、すべてにおいて前年度数値より低下してしまった。

背
景
・

要
因

・省エネなど地球環境への負荷を軽減する行動を行った市民の割合は、目標値83.0%に対し75.4%と7.6ポイント下回った。
・自然環境を守る行動を行ったことのある市民の割合は、目標値6７.0%に対し6３.4％で目標値を3.6ポイント下回った。
・不法投棄件数は、目標50件に対し77件で、目標値を下回った。
・桜川の水質(BOD)は、目標1.0㎎/ℓに対し1.4㎎/ℓ目標値を下回っているが、環境基準Ａ（BOD2.0㎎/ℓ以下）は大きく上回っている。

・エコグッズ配布事業については、エコグッズの配布、窓口や広報誌、市HPでの省エ
ネ取組を掲載し周知を図りった。
・例年行われている、関東地方環境美化運動の日に合わせた　「環境美化運動事
業」は参加者も多く、大量のゴミは回収できたが、投棄されているゴミに対する意識の
向上には繋がっていない。
・霞ケ浦・北浦地域清掃大作戦事業について、3月2日に行われ、昨年度よりも多い
総人員6,800人を超える方々の清掃活動により桜川周辺の環境保全に努めた。
それぞれの事業を行ったことで、市民一人ひとりの環境に対する取り組みやゴミの多
さへの意識は感じてもらえたが、結果的にはあまり成果指数としてはあらわれていな
い。

　引き続きエコグッズを配布しながら、地球温暖化対策から、霞ヶ浦流域対策、ごみ
の散乱、不法投棄を問題提起し、市民参加型の環境美化活動、市民自らによる省
エネ活動や普及促進を図っていく。
　不法投棄及び水質の監視強化に努めるとともに、地域住民や関係機関と連携して
不法投棄の防止に努め、マナーアップの意識啓発を行うとともに、内部組織強化とし
て警察官OBを任用、不法投棄対策室を設置し、未然防止対策を図る。また、近年
は、ゲリラ投棄が多発しているため、県や警察と連携し迅速な対応を行い、環境保
全に努める。また、環境学習を通してより多くの子供たちに環境問題の実情を学ん
でもらい、将来的に市内全体の環境改善に繋がるよう推進していく。


